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平成２０年度包括外部監査結果に係る措置等の状況について（通知） 

 

  

平成２０年２月２３日付で船橋市包括外部監査人から提出された平成２０年

度包括外部監査結果報告書に係る措置等の状況について、通知いたします。 

なお、包括外部監査結果報告書には、監査の結果とともに包括外部監査人の

意見が記されており、意見に対しては必ずしも措置等を要するものではありま

せんが、現在の状況や意見に対する考え方を通知いたします。 
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包括外部監査結果に対する措置状況等調査票　

㌻ 番
号

区分 事項 現在の状況 今後の方針

117 2 監査結果
医療センターの未収金について、未収金整理簿と貸
借対照表の金額が異なっている。

未収金整理簿と貸借対照表との照合を行
い、平成２０年度決算で修正した。

　措置済み

117 2 意見
決算作業において決算書残高と内訳資料は一致さ
せる必要がある。もし一致しない場合、説明資料を
事跡として残す手続きが必要である。

同上 　措置済み

117 2 意見

損益決算書上、2・3月の請求額に対する4・5月の調
整額は、翌年度の特別損益ではなく、当年度の医業
収益に加減算して表示する処理が必要である。ただ
し、4・5月の調整額が査定率に対応する金額で毎年
度計上的に発生していることに鑑みて、現行の処理
も可能と考えられる。

監査時点と同じ

　2月、3月分の診療報酬請求額について
は、社会保険診療支払基金などの支払機
関が、2ヶ月後の4月、5月に、査定額を決
定する。請求額とこの決定額の差が、査
定減となるため、3月末時点では査定減
の額が発生していない。発生主義の観点
から、現行通りとする。

117 2 意見

患者からの未収金について、Ｈ17年に公立病院の
診療債権の消滅時効期間は3年と解すべきという最
高裁判決が下されたことから、不能欠損処理手続を
改める必要が生じている。現状は検討中の段階だ
が、滞納債権が累積することになっていることから、
不能欠損処理の取扱いを早期に定める必要があ
る。

監査時点と同じ
債権の管理に関する条例の制定等を含
め、市長部局の所管課と不納欠損処理の
方法について研究を進める。

120 2 意見
貸借対照表における医業未収金にかかる貸倒引当
金の計上を検討することが望まれる。

監査時点と同じ

地方公営企業会計では、貸倒引当金等
の引当金の義務づけ規定はないため、当
面、現行通りとする。
　なお、総務省において地方公営企業会
計制度改正に向けた検討をしていること
から、注視していく。
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号

区分 事項 現在の状況 今後の方針

121 2 意見

未収金の発生事由によって回収手続きが異なるとも
考えられるので、要綱又はマニュアルの整備によ
り、金額と発生事由の両方を加味した管理とするこ
との検討が望まれる。

監査時点と同じ
金額と発生事由を含めた未収金の管理
方法について、要綱及びマニュアルで整
備していく。

121 2 意見
要綱に基づく未収金の催告手法について実行性を
確保するために、現在行っている方法以外の方法を
検討する余地がある。

督促状発送の際に配達証明郵便を利用
して債務者に実際に配達されたかを確認
する一方、自宅訪問時には家庭状況の調
査だけでなく現金の徴収を実施している。

弁護士等の活用について検討していく。

121 2 意見
未収金の発生防止について、現在行っている方法
に加えて例示したような方策も考えられる。

入院時に未収金連絡票を作成し、院内で
情報を共有化することで、支払が困難な
患者さんを早期に把握する体制をとって
いる。

　クレジットカードの導入など、患者さんが
治療費を支払いやすい環境を整備してい
く。

122 2 意見
未収金回収にあたり、顧問弁護士の助力を適時に
得られるような体制作りが望まれる。

顧問弁護士の助力を適時受けている。 措置済み

122 2 意見
未収金取扱要綱の改訂にあたり、弁護士の意見を
反映することも検討する必要がある。

監査時点と同じ
専門的な見地から意見を求めていきた
い。

123 2 意見

審査支払機関の査定により診療報酬点数が減点さ
れるものへの対応として、事由別・診療科別に一覧
表を集計し、院内の保険委員会で報告・検討し、査
定減の抑制に役立てていくことが望まれる。

監査時点と同じ
院内の管理会議に一覧表を提出する他、
保険委員会を定期的に開催し、返戻・査
定を受けた事例について検証していく。

124 3 監査結果
医薬品については重要な品目について棚カードによ
り記録されているものの、それ以外の品目について
受払の記録が行われていない。

現在、システム上で受払記録を入力して
いる。

今年度中に受払記録を整備する。

125 3 意見
医薬品について、継続的な受払記録を行い、期末
実地棚卸と組み合わせることによって正確な消費量
を把握する必要がある。

同上
　期末の実地棚卸と突合し、消費量を把
握していく。
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125 3 監査結果
医薬品・診療材料のいずれについても年度末実地
棚卸の手続・要領を定めたマニュアル、手続書等が
整備されていない。

監査時点と同じ
今年度中にマニュアルを整備し、今年度
末の実地棚卸より運用していく。

125 3 意見
貯蔵品を対象とした実施要領を医療センターで整備
し、業者への委託にも含めて運用することが必要で
ある。

同上 同上

125 3 監査結果

医薬品については受払記録が作成されていないた
め、期限切れ品目・数量の発生状況は廃棄の際に
目視で把握されており、事後的に検証・報告が可能
な集計は行われていない。

監査時点と同じ
　今年度中に受払記録を整備し、それを
薬事委員会で報告し、検証する。

126 3 意見

廃棄すべき品目が生じた場合、廃棄リストを作成す
る定めはなく、通常の払出に含められてしまってい
る。損失を可能な限り小さくするために、廃棄リスト
を作成して廃棄損失の金額と事由を把握し、なるべ
く廃棄が生じないよう以後の在庫管理に役立ててい
く必要がある。

監査時点と同じ
　受払記録の整備を進め、現状の廃棄リ
ストを活用することで、在庫管理に役立て
ていく。

126 3 意見

医薬品の年度末在庫金額について「在庫数量×薬
価×一律の平均値引率＝残高」としているが、正確
な計算のために品目毎に「在庫数量×購入単価＝
残高」とすべきである。

平成20年度からは、品目ごとに「在庫数
量×購入単価」により残高を計算してい
る。

措置済み

126 3 意見

医薬品について、棚卸後年度末までの中央在庫か
ら部署在庫の払出金額を掛率を乗じて算出している
が、決算数値を歪める結果となる可能性がある。実
地棚卸後の受入・払出については受払記録によっ
て把握し、棚卸金額を確定する必要がある。

平成20年度より、棚卸後の受払の実数に
より確定している。

措置済み

126 3 監査結果
部署在庫を実地棚卸の対象としておらず、部署在庫
は年度末の貯蔵品残高に含まれていない。

監査時点と同じ 今年度から実施する。
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126 3 意見

病棟ごとの定数補充を直前に行い、棚卸後の増減
を受け払い記録に基づいて把握することにより、正
確な在庫数量の把握が可能となるが、そのために
は定数在庫数を明確に文書化することが必要とな
る。

同上 同上

127 3 意見

診療材料の滞留在庫について、年1回上期に使用
実績のない品目をリストアップし、購入物流委員会
において継続使用するかの判断を行っているが、下
期においても同様に実施し、年2回行うことの検討が
望まれる。

監査時点と同じ
今年度下期分より実施し、年２回実施とす
る。

130 4 監査結果
Ｈ20年9月現在、発注残高・在庫残高が物流システ
ムにあるデータと異なっていた。

システム移行当初の消しこみ漏れがあっ
たが、修正済み

措置済み

131 4 意見
物流システム上の発注残高が適時・適切に更新さ
れるよう、各部署と連携・協力し、システム運用を軌
道に乗せる必要がある。

同上 　同上

132 5 意見
機器購入の指名競争入札において、業者の選定方
法に問題がないか検討が必要なように思われる。

監査時点と同じ
入札が2回目に移行した際の辞退であり、
入札を辞退したものではないことから、現
行通りとする。

132 5 意見
機器購入について、指名競争入札ではなく一般競
争入札も検討する必要がある。

監査時点と同じ
　今後、一般競争入札が可能な機種につ
いては、導入について検討する。
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132 5 意見

機器の購入において、一定金額以上のものは機種
選定委員会の判断を仰ぐことになっているが、実質
的に選定された機種を追認していると判断されるも
のがあった。例えばランニングコストを考慮した機種
選定では複数機種の比較を行い文書として残すべ
きと考える。1機種しか記載がなく、その理由が記載
されていないものは、選定理由を明示すべきであ
る。

原則として複数機種を競合させて入札を
行っているが、複数機種を選定しての入
札に適さない場合には、選定理由を明示
している。

措置済み

132 5 監査結果
機種選定理由書に日付の記載のないものがあっ
た。

　日付の記載漏れであり、現在は漏れの
無いよう留意している。

　措置済み

132 5 意見

機種選定において、性能を比較するのであれば最
新機種同士の比較を行うべきである。製造年月を加
味しないのであれば、コストパフォーマンスの優れた
ものを選定すべきと思われる。

監査時点と同じ

機種の選定に際しては、機器の性能や仕
様、ランニングコストの他、電力・スペー
ス・搬入方法・連動するシステムとの互換
性などの施設、設備を考慮して、決定をし
ている。

133 5 意見
委託契約について、年度内に1度の契約手続あるい
は複数年契約を行うべきである。

監査時点と同じ

長期継続契約が可能な業務については
長期継続契約を行っている。
概ね3年に一度入札を実施しているが、期
間切れで入札する場合、予算成立が3月
末であることから、手続上引継ぎ期間を
取るため、随意契約後入札していること
から、現行通りとする。

134 5 意見

情報システム管理業務について、システムの手直し
等の依頼が病院内のユーザーから直接委託先に伝
えられており、早急に改善すべき内容かどうか、委
託先に依頼するかどうかを内部で判断した上で発注
手続きを行う必要がある。

監査時点と同じ

システム改修等の依頼がある場合は、所
属長を経由して書面にて依頼することと
し、依頼内容に応じて、意思決定する者を
明確にする。
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134 5 意見

機器等の保守点検業務は納入業者等との随意契
約となるが、契約が不利とならないために、機器購
入時に標準的な保守点検費用を含めて入札等を実
施する方法もあると思われる。

監査時点と同じ

機器の購入と保守点検では予算科目が
異なり一括した入札はできないことから、
機種選定の段階で保守料など将来的に
要する経費の見積りを徴し判断材料とし
ている。現行通りとする。

134 5 意見

業務を外注する際に細分化されていると思われるも
のがある。外注するかしないか、外注する場合には
業務をまとめるか細分化するか、コストパフォーマン
スを比較検討すべきである。

監査時点と同じ

19～20年度にかけて経営コンサルタント
に依頼したが、カルテ整理業務は第三者
が確認する必要があるとのアドバイスに
より、業者を分けたものであり、包括可能
な業務については包括し、効率化してい
る。現行通りとする。

134 6 意見
減価償却の開始時期を取得の翌事業年度からとし
ているが、発生主義会計の観点から、取得した月か
ら減価償却を行うことが合理的と考えられる。

監査時点と同じ
近隣各自治体の状況を調査し、検討す
る。

135 6 監査結果

固定資産台帳及び消耗備品費の台帳をレビューし
たところ、１セット取得価格１０万円未満で固定資産
計上されているもの、あるいは、１０万円以上で消耗
備品費処理されているもの等いずれも過年度に購
入したものに散見された。

　過年度に数件の誤りが散見されていた
が、現在は適正に、取得される単位ごと
の計上としている。

　措置済み

135 6 意見
固定資産計上か費用処理かの判断は、規則に基づ
いて通常一単位として取引される単位ごとに判定す
る必要がある。

　現在は、規則に基づいて、通常一単位
として取引される単位ごとに判定してい
る。

　措置済み
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136 6 監査結果

機器を更新する際「新規機器等への支出額＝新機
種の取得価格」とし、旧来機器の処分費用は新機種
の取得価格に上乗せされている。会計上、旧来機
器の撤去費用は費用処理し、新規取得資産は取得
に要した費用により資産計上されないと、新しい機
器の資産は過大計上になる一方、機器の処理費用
は過尐計上されることになってしまい、適切ではな
い。

今年度より、撤去費用は新規機種の購入
と区分し、発生年度に費用処理している。

措置済み

137 6 意見

固定資産の新規取得と既存固定資産の撤去を同じ
業者に依頼する場合でも、それぞれ「新規機器の金
額」と「撤去費用の金額」を明示するよう依頼し、「新
規機器の金額」のみ取得価格とし、「撤去費用の金
額」は発生年度の費用として処理することが必要で
ある。

　同上 　同上

137 6 意見
撤去費用等が想定される場合は、予算段階から資
本的支出と収益的支出に区分して計上することを徹
底することが望まれる。

　同上 　同上

138 6 監査結果
新規ＭＲＩの取得価格と旧来ＭＲＩのバージョンアップ
代金が新規ＭＲＩの取得価格として一括計上されて
いる。

内訳金額を明確にして訂正し、それぞれ
区分して資産計上した。

措置済み

138 6 意見

ＭＲＩの従来機種へのソフトウェアバージョンアップ代
と新規機種の取得価格をまとめて計上してしまうこ
とは適切でないので、区分計上する必要がある。今
後、資産を一括購入する場合、それぞれの資産に
対して適切な計上額を算出すべきである。

　同上 　同上

139 6 監査結果
固定資産には原則、固定資産整理表を付さなけれ
ばならないことになっているが、シールが添付されて
いないものがあった。

　一部に添付漏れまたは剥落したと思わ
れるものがあったことから、確認のうえ新
たに添付した。

　措置済み
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139 6 監査結果
病院財務規則上、固定資産は年1回実査を行う必要
があるが、当該実査が行われていない。

監査時点と同じ

　高額なものから低額なものまで固定資
産の量が膨大であることから、購入金額
が高額なものについては管理者が行い、
低額なものについては各部署で行い管理
者に報告するなど、規則改正を含め実施
可能な方法について早急に検討する。

140 6 監査結果
平成19年度末の決算書上の固定資産残高に対応
する、固定資産台帳が備え置かれていなかった。

　20年度末で固定資産台帳を精査し、備
え付けた。

措置済み

140 6 意見

固定資産台帳は、決算書に計上されている固定資
産残高の内訳を示すための、会計帳簿の補助簿と
しての役割を有している。固定資産台帳の整備が必
要である。

同上 同上

141 6 監査結果

建設仮勘定に医師・看護師宿舎の解体に要した費
用が計上されているが、企業会計上は費用処理す
べきであり、公営企業会計としては適切な処理と
なっていない。

20年度において費用処理を行った。 措置済み

142 6 意見

「みなし償却」の減価償却計算を採用しているが、こ
れは減価償却費を料金原価に算入することが適当
でない場合があるために設定された特例的なものと
考えられており、そもそも減価償却費を料金原価に
算入していない事業で本施行規則を適用することは
会計理論上なじまず、また、経営実態が見えなく
なってしまうことから、通常の減価償却を行う必要が
あると考えられる。

監査時点と同じ

　総務省は、地方公営企業会計制度改正
に向けた検討をしており、「みなし償却制
度」については、見直しの項目のひとつと
なっている。この結果を踏まえ、対応を検
討する。
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144 7 意見

退職給付引当金の計上方法について、対象者が
300名以上いることから、企業会計における退職給
付会計基準のうち、簡便法ではなく原則法を適用す
る必要がある。

監査時点と同じ

　簡便法による試算ということではなく、退
職給付引当金基準に基づき、全職員の退
職手当の合計額を基礎に算定した額を計
上している。
　ただし、個々の特殊事情が把握しきれて
いないので、簡便な計算により行ってい
る。今後は、順次個別の調査を進め、整
理していく。

144 7 意見

退職給付引当金の計上方法について、簡便法を適
用すると仮定した場合でも、尐なくとも退職一時金部
分については期末時の自己都合要支給額全額の
計上が必要である。

　自己都合要支給額を充足するよう努め
ている。

　現状としては必要額を一括計上すること
は困難であるので、各年度の収益から計
画的に積み立てていく。

145 7 意見

H19年度末に設定した「船橋市病院事業退職給与
引当金基準」において、積立上限は各々の退職手
当の20%までと規定されているが、企業会計上は
100%積み立てが必要であり、改正が必要と考える。

　基準の改正を行い、上限を撤廃した。 　措置済み

145 7 意見

H19年度末に設定した「船橋市病院事業退職給与
引当金基準」において、財政状況等に応じ引当金の
累積限度額（20%）を変更することができる旨規定さ
れているが、恣意的な操作が可能になり、公営企業
法の趣旨に反することになる事から、改正が必要と
考える。

　同上 　同上

145 7 意見

賞与に対応する引当金が計上されておらず、発生
主義に基づく処理を行うならば、翌期の6月に支給さ
れる賞与のうち当年度末までに発生している額は引
当金計上する必要がある。

監査時点と同じ
　期末勤勉手当については、支給基準日
に該当した場合、発生するものと判断され
ることから、現行通りとする。
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145 7 意見

4月に市役所と医療センター間の人事異動があった
場合、6月のボーナスの支給はそれぞれ6月の所属
の負担で支給されているが、本来、賞与の発生した
時期別に在籍部署ごとに費用負担することが原則
である。尐なくとも具体的な金額を検討したうえで、
按分処理の可否を検討することが望まれる。

監査時点と同じ

　市長の事務部局との間の人事交流につ
いては、職員の給与水準について均衡が
保たれているとみなしていることから、現
行通りとする。

148 8 意見

船橋市からの負担金については、結果として資金不
足額を穴埋めしているのではなく赤字額を穴埋めし
ている。負担金の在り方について、再検討が必要で
ある。

　医療センター改革プラン策定にあたり、
総務省の繰り出し基準に基づき、経費負
担の考え方が見直された。２１年度負担
金予算から反映されている。

　措置済み

154 9 意見
あらゆるコストに対して削減目標を立て、削減プログ
ラムを実施することが求められている。

削減目標を設定し、医療センター改革プ
ランに明記している。

改革プランに掲げた削減目標を達成でき
るよう努力していく。

155 9 意見
事務部門のスタッフは実務に精通し経験豊富である
ことが必要であり、人事に配慮する必要がある。

監査時点と同じ

　引き続き職員に研修を受けさせスキル
アップに努めるとともに、市との人事交流
における配置期間について、十分配慮す
るよう求める。
　また、経験豊かな医療事務専門職の独
自採用も検討する。

155 9 意見
千葉県全域の公立病院や近隣の公立病院が共同
の機器購買組織を設置し、共同購買で価格引き下
げを図ることも検討するべきである。

監査時点と同じ

病院によって状況が異なり、機器の共同
購入は難しい。
高額機器の購入に際しては、文書照会等
により購入価格の調査を実施しており、引
き続き情報を収集しつつ、価格交渉を
行っていく。

157 9 意見

医業収益を増加させるには外来患者にとって通院
が便利であることが重要である。医療センターで折
り返すバス路線を設置し、バスの便数を増やし玄関
前でバスに乗り降りできるようにすることも必要であ
ると考える。

バス停の移転問題もあり、関係部署に依
頼中である。

医療センター内へのバス停設置には、玄
関前の改修や医療センター以外に行く通
路の確保、バス会社との関係もあること
から、市関係部署と協議していく。
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157 9 意見
通院の不便を解消する手段として、また、採算向上
のために、船橋駅前に分院（診療拠点）を設けること
も検討する価値のある課題と考える。

　監査時点と同じ

　当医療センターは、地域における中核
病院として地域の診療所と相互連携する
地域医療支援病院を目指しており、現状
としては分院を設けることは考えていな
い。

157 9 意見
採算が良く収益に結びつくものであれば積極的に取
り入れるべきであり、人間ドック・透析や予防注射等
も診療対象に含めることを検討するべきである。

監査時点と同じ（透析は手術などの急性
期医療として必要な場合は実施しており、
予防接種は診療上必要な場合のみ実施
している。）

　健康診断、人間ドック、予防接種につい
ては、当医療センターが急性期病院であ
ることから当面実施する予定はない。

157 9 意見
多くの患者（市民）が来院する病院となるためには、
医療センター独自の広報体制を強化して、十分な宣
伝活動も行うべきである。

　２１年7月１日に広報誌「船橋市立医療
センターＮｅｗｓ」第１号を発行し、船橋市
医師会員、大学、患者さんなどに配布す
るなど、情報発信に努めている。

　船橋市立医療センターＮｅｗｓを四半期
に１回発行する他、１０月１日にアクセスビ
リティに配慮したホームページへ全面リ
ニューアルし、医療センターが提供する医
療内容について情報を発信していく。

157 9 意見

施設の老朽化が指摘されるようになっており、設備
の更新や建て替えの準備も必要である。内部留保
も意識した改革が必要であることを認識しなければ
ならない。

　監査時点と同じ

　施設の改修、修繕、医療機器の更新な
どについては資金繰りを含め、計画的に
進める必要があり、中長期の計画を策定
していく。

158 9 意見

多くの問題を解決できる強い経営を生み出すために
は、医療センター独自の人事システムを導入し、人
事考課を行って優秀な人材が早期に昇格できるよう
な体制の構築が不可欠である。

監査時点と同じ

人事考課を反映するシステム作りは必要
と考えるが、評価方法について公平な評
価ができるシステムを構築する必要があ
ることから、今後も研究していく。

158 9 意見

「船橋市立医療センターのあり方に関する検討委員
会」では、経営体制の見直しが必要であるとし、公
営企業法全部適用にすべきであると提言している。
経営体制の見直しは、早急に行うべきである。

　平成２１年４月１日に地方公営企業法の
全部適用へ移行した。

　措置済み




